
参考１ 

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の抜粋 

 

（引取業者の引取義務） 

第九条 引取業者は、使用済自動車の引取りを求められたときは、当該使用済自

動車について第七十三条第六項に規定する再資源化預託金等（以下この条に

おいて単に「再資源化預託金等」という。）が第九十二条第一項に規定する資金

管理法人（以下この章、第四章及び第五章において単に「資金管理法人」とい

う。）に対し預託されているかどうかを確認し、次の各号のいずれかに掲げる場

合を除き、その引取りを求めた者から当該使用済自動車を引き取らなければな

らない。 

一 当該使用済自動車について再資源化預託金等が資金管理法人に対し預

託されていない場合 

ニ 主務省令で定める正当な理由がある場合 

２ 引取業者は、前項第一号に該当する場合には、同項の規定により引取りを求

めた者に対し、再資源化預託金等を資金管理法人に対し預託すべき旨を告知

しなければならない。 

 

（指定等） 

第九十二条 主務大臣は、営利を目的としない法人であって、次条に規定する業

務（以下「資金管理業務」という。）を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、資金管理法人として指

定することができる。 

２ ～ ４ ＜省略＞ 

 

（業務） 

第九十三条 資金管理法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一  再資源化預託金等の管理を行うこと。 

二  再資源化預託金等の預託に関する証明を行うこと。 

三  前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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（特定再資源化預託金等の取扱い） 

第九十八条 資金管理法人は、その管理する再資源化預託金等（その利息を含

む。以下この条において同じ。）のうちに、次の各号のいずれかに該当するもの

（以下「特定再資源化預託金等」という。）があるときは、政令で定めるところによ

り、主務大臣の承認を受けて、当該特定再資源化預託金等をその資金管理業

務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関に対し第百六条第二号

から第五号までの業務に要する費用に充てることを条件として、若しくは情報管

理センターに対し第百十四条に規定する情報管理業務に要する費用に充てる

ことを条件として出えんすることができる。 

一 ～ 五 ＜省略＞ 

２ ～ ５ ＜省略＞ 

 

（業務） 

第百六条 指定再資源化機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 ＜省略＞ 

ニ 第二十一条の規定により引き取るべき自動車製造業者等が存せず、又は

当該自動車製造業者等を確知することができない特定再資源化等物品の再

資源化等に必要な行為を実施すること。 

三 ～ 九 ＜省略＞ 

 

以上 


